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１．低炭素建築物の認定とは 

 建築主は、市街化区域等内において二酸化炭素の排出抑制のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする際は、低

炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 

２．認定基準について 

 低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合していなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．認定手続きの流れ 

建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し所管行政庁の認定を申請することができる。所管行政庁は、当該計画が基準に適

合すると認めるときは、当該認定をすることができる。なお、認定申請に先立って、登録建築物調査機関等の技術的審査を受け

て申請することができる。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４．要綱について 

認定の事務に関する必要な事項を要綱で定める必要があることから、法施行と同日で要綱を定めることとした。 

   ○申請図書・報告の徴収・認定等の証明・様式等 

項目 概   要 

１．基本方針 法第３条第 1 項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に適切なものであること。 

２．定量的評価項目 
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量の削減率が１０％以上であること。

また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 

３．選択的項目 

（８項目のうち２項目）

①節水対策等、②エネルギーマネジメント等、③ヒートアイランドまたは④建築物（躯体）の

低炭素化等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 

４．資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 

 住宅・建築物のゼロエネルギー化の実現の推進 
市町村による低炭素化のまちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の
普及の促進のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」を制定 

低炭素化に資する建築物の取得を促進 

（所得税、登録免許税について一般特例の更なる軽減措置） 

・住宅のゼロ・エネルギー化推進事業    ・住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 
・建築物省エネ改修推進事業 

法 律 

税 制 

予 算 

民生部門（家庭・業務）における取組を 

一層充実・強化することが必要 

３．低炭素建築物の認定業務について 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定等について                資料 

 
国民のエネルギー・ 

地球温暖化への意識

の高揚等 

 
東日本大震災を契機とす

るエネルギー需要の変化

建
築
主 

所
管
行
政
庁 

登
録
建
築
物 

調
査
機
関
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①低炭素建築物新築等 

計画に係る技術的審査

②適合証の交付 

③認定申請 

④認定 

⑤着工 

建
築
主 

所
管
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政
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③着工 

①認定申請 

（技術的審査含む）

②認定 

○省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量（家電等の

エネルギー消費量を除く）の削減率が１０％以上となること。 

 

 

 

 

 

省エネ法の省エネ基準 低炭素基準 

１０％ 

２．定量的評価項目 

２．都市の低炭素化の促進に関する法律（H24.9.5 公布 H24.12.4 施行）

１．低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進について（国の考え方）

・都市の低炭素化の意義及び目標に関する事項 

・低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項 

・低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項 等

法律の概要 

●基本方針の策定（国土交通大臣、環境大臣、経済産業大臣） 

 都市の低炭素化は国を挙げて全国的な規模で取り組むべき課題であり、そのための施策全般の基本的な方向性については、

国において示すことが必要であるとの趣旨から、以下の内容を盛り込んだ「基本方針」を国が策定することとしている。 

１２月４日から認定業務開始 国の動向を注視しながら検討を行う 

 

  

 

 

 

○都市機能の集約化 

・病院、福祉施設、共同住宅等の集約整備 

・歩いて暮らせるまちづくり 

・民間等による集約駐車施設の整備 

○公共交通機関の利用促進等 

・バス路線やＬＲＴ等の整備、共同輸配送の

実施 

・自動車に関するＣＯ２の排出抑制 

○建築物の低炭素化 

 ・民間等の先導的な低炭素建築物・住宅の整

備 

○緑・エネルギーの面的管理・利用の促進 

 ・ＮＰＯ等のよる緑地の保全及び緑化の推進

 ・未利用下水熱の活用 

 ・都市公園・港湾隣接地域での太陽光発電、

蓄電池等の設置 

●低炭素まちづくり計画の作成（市町村）
市町村は、都市の低炭素化に向けた取組を後

押しし、また、民間投資を促進するため、市町

村が目指すビジョンや具体的な取組を示す低炭

素まちづくり計画を作成できる。 

【認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減】 

居住年 
所得税最大減税額 

引き上げ（１０年間） 
 

H２４年 
４００万円 

（一般３００万円） 

H２５年 
３００万円 

（一般２００万円） 

 

 
登録免許税率 

引き下げ 

保存登記 
0.1％ 

（一般 0.15％） 

移転登記 
0.1％ 

（一般０．３％） 

【容積率の不算入】

 低炭素化に資す

る設備（蓄電池、

蓄熱槽等）につい

て通常の建築物

の床面積を超え

る部分(1/20) 

特例措置 

●低炭素建築物の認定 

 市街化区域等内において、建築主は低炭素建築物新築等計画を作成し、

所管行政庁の認定を申請することができ、認定を受けた場合には、一定

の容積率緩和、税制優遇を受けることができる。 

省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以

下①～④に掲げる低炭素化に資する措置等８項目

のうち、２項目について選択すること。 

①節水対策等（2 項目） 

 ・節水機器の設置 

 ・雨水・雑排水等の利用設備 

②エネルギーマネジメント等（２項目） 

・ＨＥＭＳ・ＢＥＭＳの設置 

・太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電

設備等の設置 

③ヒートアイランド対策（１項目） 

 ・一定のヒートアイランド対策措置 

④建築物（躯体）の低炭素化等（３項目） 

 ・住宅の劣化軽減措置 

 ・木造住宅若しくは木造建築物 

 ・高炉セメント等を構造耐力上主要な部分に使用

３．選択的項目 
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 ・ 認定の申請に係る手数料については、地方自治法に基づき、地方公共団体の事務で特定の者のためにする

ものにつき、徴収することができるとされており、国が提示した「認定業務に係る所要時間」を参考に認定

申請手数料を徴収する。 

 ・ 申請の対象は、「住戸のみ」の場合と「建築物全体」の場合と大きく２つに分かれている。また、申請後

の認定の対象は、『住戸のみの認定』『建築物全体(棟)の認定』と分かれており、『建築物全体(棟)の認定』

のうち共同住宅や住宅を含む複合建築物の場合には、両方の認定をとることも可能である。 

 

（１）住戸のみの認定の場合 

 ア 一戸建て住宅 

 

 

 

 

 

 イ 共同住宅等の住戸 

   共同住宅等の住戸を認定する場合、認定申請手数料は同時に申請する住戸の総数の区分に応じて次の金額

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

   ※その他の区分：「11～25 戸」「26～50 戸」「51～100 戸」「101～200 戸」「201～300 戸」「301 戸以上」 

 

（２）建築物全体の認定の場合 

   建築物全体の認定の場合、認定申請手数料は共同住宅等の住宅部分の総戸数と、共同住宅等の共用部分・

非住宅部分それぞれの床面積に応じて、表から算出した金額の合計となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住宅部分 住戸の総数に応じて次の表から金額を算出。 

 

 

 

 

 

 

 

   ※その他の区分：「11～25戸」「26～50戸」「51～100戸」「101～200戸」「201～300戸」「301戸以上」 

 

    共同住宅等の共用部分 床面積に応じて次の表から金額を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

   ※その他の区分：「5,000㎡を超え10,000㎡以下」「10,000㎡を超え25,000㎡以下」「25,000㎡を超えるもの」 

 

    非住宅部分 床面積に応じて次の表から金額を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

   ※その他の区分：「5,000㎡を超え10,000㎡以下」「10,000㎡を超え25,000㎡以下」「25,000㎡を超えるもの」 

 

（３）低炭素建築物新築等計画の変更認定手数料  認定申請手数料の半額 

 

（４）建築確認申請を併せて行う場合の手数料 

   建築確認申請を併せて行う場合は、原則として１件につき（１）～（３）により算出した額に、建築確認

申請に係る既往の合計額を加えた額とする。 

 

 

   神奈川県内では、近接する市町村で手数料のばらつきを生じないようにするため、神奈川県下の 

所管行政庁で協議した上で、統一した額を決定。 

区分 
建築主が川崎市に 

直接申請する場合 

建築主が川崎市への申請前に 

「登録建築物調査機関等」の 

技術的審査の適合証を受けた場合 

1 戸 34,000 円 4,900 円 

2～5 戸 69,000 円 9,600 円 

6～10 戸 97,000 円 16,000 円 

区分 
建築主が川崎市に 

直接申請する場合 

建築主が川崎市への申請前に 

「登録建築物調査機関等」の 

技術的審査の適合証を受けた場合 

1 戸 34,000 円 4,900 円 

A 

B 

C 

区分 
建築主が川崎市に 

直接申請する場合 

建築主が川崎市への申請前に 

「登録建築物調査機関等」の 

技術的審査の適合証を受けた場合 

1 戸 34,000 円 4,900 円 

2～5 戸 69,000 円 9,600 円 

6～10 戸 97,000 円 16,000 円 

区分 
建築主が川崎市に 

直接申請する場合 

建築主が川崎市への申請前に 

「登録建築物調査機関等」の 

技術的審査の適合証を受けた場合 

300 ㎡以下 110,000 円 9,600 円 

300 ㎡を超え 2,000 ㎡以下 180,000 円 27,000 円 

2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 280,000 円 81,000 円 

区分 
建築主が川崎市に 

直接申請する場合 

建築主が川崎市への申請前に 

「登録建築物調査機関等」の 

技術的審査の適合証を受けた場合 

300 ㎡以下 240,000 円 9,600 円 

300 ㎡を超え 2,000 ㎡以下 380,000 円 27,000 円 

2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 550,000 円 81,000 円 

認定申請手数料＝ ＋ の合計金額 ＋ A B C 

A 
B 

C 

共同住宅等

非住宅部分

共用部分 

総戸数に応じて表 参照 

床面積に応じて表 参照 

床面積に応じて表 参照 

住戸部分 A 
B 
C 

(例：立断面図) 

非住宅 

住戸 

住戸 住戸 

住戸 
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
分 

４．低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（案）【一部抜粋】
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

 改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 ○川崎市手数料条例 

昭和25年3月29日条例第6号 昭和25年3月29日条例第6号

第１条 略 第１条 略 

第２条 

(1)～(237） 略 

(238）長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年

法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。）

第５条第１項から第３項までの規定に基づく同条第１項

に規定する長期優良住宅建築等計画（以下「長期優良住

宅建築等計画」という。）の認定の申請（以下この号及

び次号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良

住宅普及促進法第６条第１項各号に掲げる基準に適合

する旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

11年法律第81号）第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」という。）

が証する書類が当該認定申請に係る申請書に添付され

ている場合 

１件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築物

又は建築物の部分（以下この号において「申請建築物

等」という。）の住戸の総数の区分に応じ次に規定す

る額を当該申請建築物等について同時に認定申請をす

る住戸の数の合計数（以下この号において「同時申請

戸数」という。）で除して得た額（100円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。） 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(244) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法

律第８４号）第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築

物新築等計画の認定の申請（以下この号及び次号におい

て「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低

炭素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲げ

る基準に適合する旨をエネルギーの使用の合理化に関

する法律（昭和５４年法律第４９号）第７６条第１項

に規定する登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価

機関（第２４６号において「登録建築物調査機関等」

第２条 

(1)～(237） 略 

(238）長期優良住宅の普及の促進に関する法

律（平成20年法律第87号。以下「長期優良

住宅普及促進法」という。）第５条第１項

から第３項までの規定に基づく同条第１

項に規定する長期優良住宅建築等計画（以

下「長期優良住宅建築等計画」という。）

の認定の申請（以下この号及び次号におい

て「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る長期優良住宅建築等

計画が長期優良住宅普及促進法第６条

第１項各号に掲げる基準に適合する旨

を住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成11年法律第81号）第５条第１項

に規定する登録住宅性能評価機関（第

240号アにおいて「登録住宅性能評価機

関」という。）が証する書類が当該認定

申請に係る申請書に添付されている場

合 

１件につき 次に掲げる当該認定申

請に係る建築物又は建築物の部分（以下

この号において「申請建築物等」とい

う。）の住戸の総数の区分に応じ次に規

定する額を当該申請建築物等について

同時に認定申請をする住戸の数の合計

数（以下この号において「同時申請戸数」

という。）で除して得た額（100円未満

の端数があるときは、これを切り捨て

る。） 

（以下略） 
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 改正後 改正前 

という。）が証する書類が当該認定申請に係る申請書

に添付されている場合 

（ア）一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する

部分を有しないものに限る。以下この号及び第２４６

号において同じ。）        １件につき ４，

９００円 

（イ）（ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当

該認定申請に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定

する額 

   ａ 住宅部分（人の居住の用に供する建築物の部分の

うち住戸の部分をいう。以下この号において同じ。）

次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する

額 

   （ａ）１戸 ４，９００円 

   （ｂ）２戸以上５戸以下 ９，６００円 

   （ｃ）６戸以上１０戸以下 １６，０００円 

   （ｄ）１１戸以上２５戸以下 ２７，０００円 

   （ｅ）２６戸以上５０戸以下 ４５，０００円 

   （ｆ）５１戸以上１００戸以下 ８１，０００円 

   （ｇ）１０１戸以上２００戸以下 １３０，０００円 

   （ｈ）２０１戸以上３００戸以下 １６０，０００円 

   （ｉ）３０１戸以上 １７０，０００円 

   ｂ 共用部分（人の居住の用に供する建築物の部分の

うち住宅部分を除いた部分をいう。以下この号にお

いて同じ。） 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

   （ａ）共用部分の床面積の合計が３００平方メートル

以内のもの ９，６００円 

（ｂ）共用部分の床面積の合計が３００平方メートル

を超え２，０００平方メートル以内のもの ２

７，０００円 

（ｃ）共用部分の床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

８１，０００円 

（ｄ）共用部分の床面積の合計が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以内のもの

１３０，０００円 

（ｅ）共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の １６０，０００円 

（ｆ）共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メ

ートルを超えるもの ２００，０００円 

   ｃ 非住宅部分（住宅部分及び共用部分以外の部分を

いう。以下この号において同じ。） 次に掲げる建

築物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ）非住宅部分の床面積の合計が３００平方メート

ル以内のもの ９，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 改正後 改正前 

（ｂ）非住宅部分の床面積の合計が３００平方メート

ルを超え２，０００平方メートル以内のもの ２

７，０００円 

（ｃ）非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以内のもの

８１，０００円 

（ｄ）非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の １３０，０００円 

（ｅ）非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの １６０，０００円 

（ｆ）非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方

メートルを超えるもの ２００，０００円 

イ ア以外の場合 

（ア）一戸建ての住宅          １件につき 

３４，０００円 

（イ）（ア）以外の建築物 １件につき 次に掲げる当

該認定申請に係る建築物の部分の区分に応じ次に規

定する額 

   ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ

次に規定する額 

   （ａ）１戸 ３４，０００円 

   （ｂ）２戸以上５戸以下 ６９，０００円 

   （ｃ）６戸以上１０戸以下 ９７，０００円 

   （ｄ）１１戸以上２５戸以下 １４０，０００円 

   （ｅ）２６戸以上５０戸以下 ２００，０００円 

   （ｆ）５１戸以上１００戸以下 ２８０，０００円 

   （ｇ）１０１戸以上２００戸以下 ３８０，０００円

   （ｈ）２０１戸以上３００戸以下 ５００，０００円

   （ｉ）３０１戸以上 ５９０，０００円 

   ｂ 共用部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

（ａ）共用部分の床面積の合計が３００平方メートル

以内のもの １１０，０００円 

（ｂ）共用部分の床面積の合計が３００平方メートル

を超え２，０００平方メートル以内のもの １８

０，０００円 

（ｃ）共用部分の床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

２８０，０００円 

（ｄ）共用部分の床面積の合計が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

３６０，０００円 

（ｅ）共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の ４３０，０００円 
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 改正後 改正前 

（ｆ）共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メ

ートルを超えるもの ５００，０００円 

   ｃ 非住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次

に規定する額 

（ａ）非住宅部分の床面積の合計が３００平方メート

ル以内のもの ２４０，０００円 

（ｂ）非住宅部分の床面積の合計が３００平方メート

ルを超え２，０００平方メートル以内のもの ３

８０，０００円 

（ｃ）非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以内のもの

５５０，０００円 

（ｄ）非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の ６７０，０００円 

（ｅ）非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの ７９０，０００円 

（ｆ）非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方

メートルを超えるもの ９００，０００円 

(245) 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項

後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合に

おける同法第５３条第１項の規定に基づく認定申請に対

する審査 

ア 確認申請書に係る建築物の計画に要判定建築物が含

まれるとき。 １件につき 前号の規定により算定し

た額に次に規定する額の合計額を加えた額 

(ア) 第１８２号に規定する額（確認申請書に係る建築物

の計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあって

は、同号に規定する額に第１８７号に規定する額を加

えた額。以下この号及び第２４７号イにおいて同じ。）

(イ) １要判定建築物につき次に掲げる要判定建築物の区

分に応じ次に規定する額 

ａ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣が

定めた方法による場合 次に掲げる要判定建築物

の区分に応じ次に規定する額 

（ａ)  床面積の合計が１，０００平方メートル以内

のもの １６６，８００円 

（ｂ) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以内のもの ２２２，

４５０円 

（ｃ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内のもの ２５

５，０００円 

（ｄ) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以内のもの ３３

６，９００円 
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 改正後 改正前 

（ｅ) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを

超えるもの ６１９，３５０円 

ｂ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣の

認定を受けたプログラムによる場合 次に掲げる

要判定建築物の区分に応じ次に規定する額 

（ａ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以内

のもの １１５，３５０円 

（ｂ) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以内のもの １４３，

７００円 

（ｃ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内のもの １５

７，３５０円 

（ｄ) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以内のもの １９

９，３５０円 

（ｅ) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを

超えるもの ３３７，９５０円 

イ ア以外のとき。 １件につき 前号の規定により算

定した額に第１８２号に規定する額又は第１８７号に

規定する額を加えた額 

(246) 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第１項

の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の

申請（以下この号及び次号において「変更認定申請」と

いう。）に対する審査 

ア 変更認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市

の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に

掲げる基準に適合する旨を登録建築物調査機関等が証

する書類が当該変更認定申請に係る申請書に添付され

ている場合 

(ア)一戸建ての住宅 １件につき ２，４５０円 

  (イ)(ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を

合算した額 

ａ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第

１項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画（以下

この号において「認定済計画」という。）に係る建

築物の部分について第２４４号ア（イ）の規定によ

り算定した額に２分の１を乗じて得た額 

   ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部

分について第２４４号ア(イ)の規定により算定し

た額 

イ ア以外の場合 

  (ア)一戸建ての住宅 １件につき １７，０００ 

    円 

  (イ)(ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を

合算した額 

   ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第２４
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 改正後 改正前 

４号イ（イ）の規定により算定した額に２分の１を

乗じて得た額 

   ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部

分について第２４４号イ(イ)の規定により算定し

た額 

(247) 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第２項

において準用する同法第５４条第２項後段の規定に基づ

く確認申請書の提出が行われた場合における同法第５５

条第１項の規定に基づく変更認定申請に対する審査 

ア 確認申請書に係る建築物の計画に要判定建築物が含

まれるとき。 １件につき 前号の規定により算定し

た額に第２４５号アに規定する額を加えた額 

イ ア以外のとき。 １件につき 前号の規定により算

定した額に第１８２号に規定する額又は第１８７号に

規定する額を加えた額 

 

(248)～(266) 略 

第２条の２ 略 

第３条、第４条 略 

第５条 第２条第264号のその他の公文書又は図面の謄本又

は抄本の交付その他多額の費用を要するもの及び同条の規

定により難いものについては、その実費に相当する手数料を

徴収することができる。 

 

第６条、第７条 略 

第８条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しの場合

においても、これを還付しない。ただし、第２条第183号、

第239号ア、第241号ア、第245号ア、第247号ア及び第248号

の手数料は、建築基準法第６条第５項に規定する構造計算適

合性判定が行われなかったときは、その全部又は一部を還付

することができる。 

 

第９条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(244)～(262) 略 

第２条の２ 略 

第３条、第４条 略 

第５条 第２条第260号のその他の公文書又

は図面の謄本又は抄本の交付その他多額の

費用を要するもの及び同条の規定により難

いものについては、その実費に相当する手

数料を徴収することができる。 

第６条、第７条 略 

第８条 既納の手数料は、請求事項の変更又

は取消しの場合においても、これを還付し

ない。ただし、第２条第183号、第239号ア、

第241号ア及び第244号の手数料は、建築基

準法第６条第５項に規定する構造計算適合

性判定が行われなかったときは、その全部

又は一部を還付することができる。 

第９条 略 
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■川崎市手数料条例（抄） 

昭和２５年３月２９日 

条例第６号 

 

第１条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２２７条の規定により徴収する手数料は、別

に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から徴収する。 

(1) ～(181) 略 

 (182) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８７条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく確認申請又は同法第１８条第２項（同法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく通知に対する審査 

ア 床面積の合計が 30 平方メートル以内のもの １件につき 10,000 円 

イ 床面積の合計が 30 平方メートルを超え 100 平方メートル以内のもの １件につき 

18,000 円 

ウ 床面積の合計が 100 平方メートルを超え 200 平方メートル以内のもの １件につき 

28,000 円 

エ 床面積の合計が 200 平方メートルを超え 500 平方メートル以内のもの １件につき 

36,000 円 

オ 床面積の合計が 500 平方メートルを超え 1,000 平方メートル以内のもの １件につき 

66,000 円 

カ 床面積の合計が 1,000 平方メートルを超え 2,000 平方メートル以内のもの １件につ

き 93,000 円 

キ 床面積の合計が 2,000 平方メートルを超え 5,000 平方メートル以内のもの １件につ

き 160,000 円 

ク 床面積の合計が 5,000 平方メートルを超え 10,000 平方メートル以内のもの １件につ

き 280,000 円 

ケ 床面積の合計が 10,000 平方メートルを超え 30,000 平方メートル以内のもの １件に

つき 370,000 円 

コ 床面積の合計が 30,000 平方メートルを超え 50,000 平方メートル以内のもの １件に

つき 460,000 円 

サ 床面積の合計が 50,000 平方メートルを超えるもの １件につき 900,000 円 

床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じて定める面積について算定する。 

ア 建築物を建築する場合（イに掲げる場合及び移転する場合を除く。） 当該建築に係

る部分の床面積 

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転する場合を除

く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっ

ては、当該増加する部分の床面積） 

ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変

更する場合（エに掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係

る部分の床面積の２分の１ 

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面

積の２分の１ 

 (183) ～(186) 略 

 (187) 建築基準法第８７条の２若しくは同法第８８条第１項若しくは第２項において準用

する同法第６条第１項の規定に基づく確認申請又は同法第８７条の２若しくは同法第８８

条第１項若しくは第２項において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく通知に対す

る審査 

参考資料 
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ア 建築設備又は工作物（以下「建築設備等」という。）を設置し、又は築造する場合（イ

に掲げる場合を除く。） 

(ア) 小荷物専用昇降機以外の建築設備 １件につき 17,000 円 

(イ) 小荷物専用昇降機 １件につき 8,000 円 

(ウ) 工作物 １件につき 15,000 円 

イ 確認を受けた建築設備等の計画の変更をして建築設備等を設置し、又は築造する場合 

(ア) 小荷物専用昇降機以外の建築設備 １件につき 10,000 円 

(イ) 小荷物専用昇降機 １件につき 5,000 円 

(ウ) 工作物 １件につき 9,000 円 

 (188) ～(237) 略 

(238) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号。以下「長期優良住

宅普及促進法」という。）第５条第１項から第３項までの規定に基づく同条第１項に規定

する長期優良住宅建築等計画（以下「長期優良住宅建築等計画」という。）の認定の申請

（以下この号及び次号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅普及促進法第６条第１項各号

に掲げる基準に適合する旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81

号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（第 240 号アにおいて「登録住宅性

能評価機関」という。）が証する書類が当該認定申請に係る申請書に添付されている場

合 

１件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築物又は建築物の部分（以下この号に

おいて「申請建築物等」という。）の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額を当該申

請建築物等について同時に認定申請をする住戸の数の合計数（以下この号において「同

時申請戸数」という。）で除して得た額（100 円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。） 

    （以下略） 

 (239) 長期優良住宅普及促進法第６条第２項後段の規定に基づく建築基準法第６条第１項

の規定による確認の申請書（以下「確認申請書」という。）の提出が行われた場合におけ

る長期優良住宅普及促進法第５条第１項から第３項までの規定に基づく認定申請に対する

審査 

  ア 確認申請書に係る計画に建築基準法第６条第５項に規定する構造計算適合性判定を行

う建築物又は建築物の部分（以下「要判定建築物」という。）が含まれる場合 

１件につき 前号の規定により算定した額に次に規定する額の合計額を加えた額 

(ア) 第 182 号に規定する額（確認申請書に係る計画に建築基準法第 87 条の２の昇降機

に係る部分が含まれる場合にあっては、同号に規定する額に昇降機１基につき第 187 号

に掲げる場合の区分に応じ同号に規定する額を加えた額） 

(イ) １要判定建築物につき次に掲げる要判定建築物に係る構造計算の方法及び要判定

建築物の区分に応じ次に規定する額 

ａ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣が定めた方法によるとき。 

（ａ） 床面積の合計が 1,000 平方メートル以内の要判定建築物 166,800 円 

（ｂ） 床面積の合計が 1,000 平方メートルを超え 2,000 平方メートル以内の要判定

建築物 222,450 円 

（ｃ） 床面積の合計が 2,000 平方メートルを超え 10,000 平方メートル以内の要判定

建築物 255,000 円 

（ｄ） 床面積の合計が 10,000 平方メートルを超え 50,000 平方メートル以内の要判

定建築物 336,900 円 

（ｅ） 床面積の合計が 50,000 平方メートルを超える要判定建築物 619,350 円 

ｂ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによると

き。 

（ａ） 床面積の合計が 1,000 平方メートル以内の要判定建築物 115,350 円 
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（ｂ） 床面積の合計が 1,000 平方メートルを超え 2,000 平方メートル以内の要判定

建築物 143,700 円 

（ｃ） 床面積の合計が 2,000 平方メートルを超え 10,000 平方メートル以内の要判定

建築物 157,350 円 

（ｄ） 床面積の合計が 10,000 平方メートルを超え 50,000 平方メートル以内の要判

定建築物 199,350 円 

（ｅ） 床面積の合計が 50,000 平方メートルを超える要判定建築物 337,950 円 

イ ア以外の場合 

１件につき 前号の規定により算定した額に第 182 号に規定する額（第 187 号に掲げ

る場合に該当する場合にあっては同号に掲げる場合の区分に応じ同号に規定する額、確

認申請書に係る計画に建築基準法第 87条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっ

ては第 182 号に規定する額に昇降機１基につき第 187 号に掲げる場合の区分に応じ同号

に規定する額を加えた額。第 241 号イにおいて同じ。）を加えた額 

 (240) ～(262) 略 

第２条の２～第４条 略 

第５条 第２条第 260 号のその他の公文書又は図面の謄本又は抄本の交付その他多額の費用を

要するもの及び同条の規定により難いものについては、その実費に相当する手数料を徴収す

ることができる。 

第６条～第７条 略 

第８条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しの場合においても、これを還付しない。

ただし、第２条第 183 号、第 239 号ア、第 241 号ア及び第 244 号の手数料は、建築基準法第

６条第５項に規定する構造計算適合性判定が行われなかったときは、その全部又は一部を還

付することができる。 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。 

 

（以下略） 
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■都市の低炭素化の促進に関する法律（抄） 

平成２４年９月５日 

法律第８４号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市

において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の

策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特

別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策

の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、

もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「都市の低炭素化」とは、都市における社会経済活動その他の活動に

伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化すること

をいう。 

２ この法律において「低炭素まちづくり計画」とは、市町村が作成する都市の低炭素化を促進

するためのまちづくりに関する計画であって、第七条の規定により作成されたものをいう。 

３ この法律において「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、

第五十四条第一項の認定を受けた第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画（変更

があったときは、その変更後のもの）に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若し

くは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修が行われ、又は行われたものをいう。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第三条 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関する事項 

 二 都市の低炭素化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

 三 低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項 

 四 低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項 

 五 都市の低炭素化の促進に関する施策の効果についての評価に関する基本的な事項 

 六 前各号に掲げるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する重要事項 

３ 基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたもの

でなければならない。 

４ 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政

機関の長に協議しなければならない。 

５ 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（国の責務） 

第四条 国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

２ 国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に

係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資

するよう努めなければならない。 

３ 国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要とな

る情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

４ 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理

解を深めるよう努めなければならない。 

参考資料 
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（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、都市の低炭素化の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、そ

の地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（事業者の責務） 

第六条事業者は、土地の利用、旅客又は貨物の運送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に

自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協

力しなければならない。 

第三章 略 

第四章 低炭素建築物の普及の促進のための措置 

（低炭素建築物新築等計画の認定） 

第五十三条 市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低

炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備そ

の他の政令で定める建築設備（以下この項において「空気調和設備等」という。）の設置若し

くは建築物に設けた空気調和設備等の改修（以下「低炭素化のための建築物の新築等」という。）

をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等

に関する計画（以下「低炭素建築物新築等計画」という。）を作成し、所管行政庁（建築主事

を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知

事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により

建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下

同じ。）の認定を申請することができる。 

２ 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一 建築物の位置 

 二 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積 

 三 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画 

 四 その他国土交通省令で定める事項 

（低炭素建築物新築等計画の認定基準等） 

第五十四条 所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申

請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をす

ることができる。 

 一 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の

合理化に関する法律第七十三条第一項に規定する判断の基準を超え、かつ、建築物に係るエ

ネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき

経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。 

 二 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 

 三 前条第二項第三号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適

切なものであること。 

２ 前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該

申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築

基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し

出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書

を提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る低炭素建築物新築

等計画を建築主事に通知しなければならない。 

４ 建築基準法第十八条第三項及び第十二項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受け

た場合について準用する。 

５ 所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交

付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等

計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。 
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６ 所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十二項の規定による通知書の

交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。 

７ 建築基準法第十二条第七項及び第八項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、

第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十二項の規定による確認済証及び通知書の

交付について準用する。 

８ 低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者がその低炭素建築物新築等計画について

第一項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、エネルギーの使

用の合理化に関する法律第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をしな

ければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。この場合にお

いては、同法第七十五条第二項から第四項まで又は第七十五条の二第二項の規定は、適用しな

い。 

（低炭素建築物新築等計画の変更） 

第五十五条 前条第一項の認定を受けた者（以下「認定建築主」という。）は、当該認定を受け

た低炭素建築物新築等計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の認定について準用する。 

（報告の徴収） 

第五十六条 所管行政庁は、認定建築主に対し、第五十四条第一項の認定を受けた低炭素建築物

新築 

等計画（変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」

という。）に基づく低炭素化のための建築物の新築等（次条及び第五十九条において「低炭素

建築物の新築等」という。）の状況について報告を求めることができる。 

（改善命令） 

第五十七条 所管行政庁は、認定建築主が認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の

新築等を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改

善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（低炭素建築物新築等計画の認定の取消し） 

第五十八条 所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第五十四条

第一項の認定を取り消すことができる。 

（助言及び指導） 

第五十九条 所管行政庁は、認定建築主に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指

導を行うよう努めるものとする。 

（低炭素建築物の容積率の特例） 

第六十条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条

の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第

一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条

の四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六十八条の五の二（第二号イを除く。）、第

六十八条の五の三第一項（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の四（第一号ロを除く。）、

第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第

三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条

の六第一項に規定する建築物の容積率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六

十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高

限度に係る場合に限る。）の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六

項に定めるもののほか、低炭素建築物の床面積のうち、第五十四条第一項第一号に掲げる基準

に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合にお

ける政令で定める床面積は、算入しないものとする。 

 

（以下略） 
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■エネルギーの使用の合理化に関する法律（抄） 

昭和５４年６月２２日 

条例第４９号 

 

第一章～第四章 略 

第五章 建築物に係る措置等 

 第一節 建築物に係る措置 

  第一款 建築物の建築等に係る措置 

第七十二条 略 

（建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項） 

第七十三条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適

切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等（同条第一号、第三号及

び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。）及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図

る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの（以下「特定建築物」という。）

の所有者の判断の基準となるべき事項（住宅の建築を業として行う建築主（以下「住宅事業

建築主」という。）が住宅であって政令で定めるもの（以下「特定住宅」という。）を新築

する場合に係るものを除く。）を定め、これを公表するものとする。 

２ 略 

第七十四条 略 

（第一種特定建築物に係る届出、指示等） 

第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者（以下「第一種特定建築主等」

という。）は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工

に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

一 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模

なものとして政令で定める規模以上のもの（以下「第一種特定建築物」という。）の新築

（住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。）若しくは

政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外

壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネル

ギーの効率的利用のための措置 

二 第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以

上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のた

めの措置 

三 第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設

備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用の

ための措置 

２ 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七

十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認める

ときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更す

べき旨を指示することができる。 

３ 所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨

を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る

措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を

受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５～７ 略 

（第二種特定建築物に係る届出、勧告等） 

第七十五条の二 第一種特定建築物以外の特定建築物（以下「第二種特定建築物」という。）

の新築（住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。）若し

参考資料 
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くは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築（前条第一項第

一号に規定する増築を除く。）をしようとする者（以下「第二種特定建築主」という。）は、

国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築

物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエ

ネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七

十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認める

ときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必

要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

３～５ 略 

（登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例） 

第七十六条 第七十五条第五項又は前条第三項の規定による報告をすべき者は、国土交通省令

で定めるところにより、その報告に係る建築物の維持保全の状況について、国土交通大臣の

登録を受けた者（以下「登録建築物調査機関」という。）が行う調査（以下「建築物調査」

という。）を受けることができる。ただし、第七十五条第六項（前条第四項において準用す

る場合を含む。）の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から国土交通省令で

定める期間を経過した後でなければ、当該建築物調査を受けることができない。 

２～４ 略 

 

 

（以下 略） 
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■住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄） 

平成１１年６月２３日 

条例第８１号 

 

第一章～第二章 略 

第三章 住宅性能評価 

第一節 住宅性能評価 

（住宅性能評価） 

第五条 第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者

（以下「登録住宅性能評価機関」という。）は、申請により、住宅性能評価（設計された住

宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評

価方法基準（第五十八条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該

方法を含む。第三十一条第一項において同じ。）に従って評価することをいう。以下同じ。）

を行い、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載し、国土交通省令・内閣府令で定める

標章を付した評価書（以下「住宅性能評価書」という。）を交付することができる。 

２～３ 略 

 

（以下略） 
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■建築基準法（抄） 

昭和２５年５月２４日 

条例第２０１号 

 

第一章 総則 

第一条～第五条 略 

（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しよ

うとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のも

のとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしよう

とする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手

する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定

（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する

法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適

合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証

の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定

める軽微な変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとす

る場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号まで

に掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模

の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様と

する。 

一 別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が百平方メートルを超えるもの 

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メ

ートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるも     

の 

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都

道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景

観法（平成十六年法律第百十号）第七十四条第一項の準景観地区（市町村長が指定する区

域を除く。）内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一

部について指定する区域内における建築物 

２～１５ 略 

第七条～第十一条 略 

（報告、検査等） 

第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物（国、都道府県及び

建築主事を置く市町村の建築物を除く。）で特定行政庁が指定するものの所有者（所有者と

管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。）は、当該建築物の敷地、

構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若し

くは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査（当該建築物の

敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設

備についての第三項の検査を除く。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければな

らない。 

２ 略 

３ 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降

機以外の建築設備（国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。）

で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めると

ころにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有す

参考資料 
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る者に検査（当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。）をさ

せて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

２～６ 略 

７ 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規

定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、

当該台帳（当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。）を保

存しなければならない。 

８ 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳（同項の国土交通省

令で定める書類を含む。）の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で

定める。 

（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する

手続の特例） 

第十八条 略 

２ 略 

３ 建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該

通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定（第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲

げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の

建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条

第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十二項において同じ。）に適合する

かどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたとき

は、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。 

４～１１ 略 

１２ 建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係

規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定する

ことができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の

期間（前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内に

当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。 

１３～２３ 略 

第十九条～第九十二条 略 

（許可又は確認に関する消防長等の同意等） 

第九十三条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は

確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄

する消防長（消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長

の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物

が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅（長屋、共同住宅その他政令で定める

住宅を除く。）である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二におい

て準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、

この限りでない。 

２ 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築

物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（建築主事又は指定確認検査機関

が第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の

模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合にお

いて同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令

で定める建築基準法令の規定を除く。）で建築物の防火に関するものに違反しないものであ

るときは、第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、

その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特

定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、

消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限
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内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならな

い。 

３ 第六十八条の二十第一項（第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。）の

規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査につ

いて準用する。 

４ 建築主事又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項（第八十

七条の二において準用する場合を含む。）の規定による確認申請書を受理したとき若しくは

第六条の二第一項（第八十七条の二において準用する場合を含む。）の規定による確認の申

請を受けたとき又は第十八条第二項（第八十七条第一項又は第八十七条の二において準用す

る場合を含む。）の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又

は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなけれ

ばならない。 

５ 建築主事又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎(し)尿浄化槽又は建築

物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）第二条第一項に規

定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項（第八十七条第一項において準

用する場合を含む。）の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項（第八

十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申請を受けた場合又は第

十八条第二項（第八十七条第一項において準用する場合を含む。）の規定による通知を受け

た場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在

地を管轄する保健所長に通知しなければならない。 

６ 保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認に

ついて、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。 

（書類の閲覧） 

第九十三条の二 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第十二条

第一項及び第三項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築

物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵

害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定め

るところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。 

（国土交通省令への委任） 

第九十三条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処分に

関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

 

（以下略） 

 

 

 

 


